
はじめに

　米国でのサブプライム・ローン危機は，グロー

バルな金融ネットワークを通して，またたくま

に地球上に広がり，大手金融機関の破綻だけで

なく，米国自動車産業大手３社の経営危機や，

トヨタをはじめとする日本のメーカーでの減産，

期間工の大量馘首に象徴されるように，実体経

済にも波及し，世界恐慌の観を強めている。

　すでに日本では，経済のグローバル化と「構造

改革」のなかで，大企業と中小企業との格差，

ワーキングプアの大量創出による階層間の所得

格差の拡大，それらを反映した地域間・地域内

での「格差と貧困」の拡大が進行していた。加え

て，投機マネーの原油市場・穀物市場への流入

によりエネルギー・資材価格，食料品価格が高

騰し，多くの中小企業の経営や住民の暮らしが

が重大な局面に立たされてきている。

　本稿では，このような状況の下で地域を再生

していくために，とくに大都市において何が求

められているかについて，考察していきたいと

思う。

　それは第１に，現代日本の住民の多くが大都

市に暮らしているからである。２００５年の「国勢調

査」によれば，人口５０万人以上の都市に居住して

いる住民は，３,７００万人を超え，日本の人口の

２９.５％を占めるに至っている。あるいは３大都

市圏（５０キロ圏）に住んでいる住民は，５,７４２万人

を数え，全人口の４４.９％に達する１）。

　第２に，地域経済を支える事業所をとっても，

２００６年の「事業所・企業統計調査」によれば，事

業所数の２７.４％，同従業者数の３２.２％が，１６の大

都市（当時の政令指定都市と東京都区部）に集中

している。３大都市圏でとらえると，事業所数

の４１.８％，同従業者数の４７.２％にも及んでいるの

である。しかも，後に述べるように，その圧倒

的多くが中小企業であり，それらが大都市及び

大都市圏の経済，そして何よりも住民の暮らし

を支えているからである。

　第３に，他方で，大都市及び大都市圏は，独

自の地域産業政策，中小企業政策，あるいは福

祉や環境，交通も含む広い意味での地域政策の

立案，実施を行なう地方自治という側面から見

ると，大変大きな弱点をもっているからである。

　例えば，日本で最多の人口を有する基礎自治

体は横浜市で，人口は３６０万人を超える。逆に，

住民との協同で自治体の行財政能力（地域にお

ける地域内再投資力の一環）を十二分に活用し，

効果的な地域づくりを展開してきた長野県栄村

の人口はわずか２,５００人である。

　住民と自治体との精神的・物理的距離がまっ

たく異なっているだけでなく，首長や議員と

いった少数の自治体リーダーが取り扱うことの

できる予算枠が大きく異なる。大都市ほど必要

以上に大規模プロジェクト型になる傾向が強い

のである。

　また，この間の「平成の大合併」で巨大な面積

の政令指定都市も誕生した。浜松市は１,５００ｋ㎡

に及んでおり，香川県の面積（１,８６０ｋ㎡に近い。

以上のような「基礎自治体」で，地域の自然条件

や社会条件に合わせた個性的な地域政策を，住
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民の意向や参加のもとに展開することは極めて

困難なことである。

　当然，そこでは，栄村に代表される「小さいか

らこそ輝く自治体」２）から学び，都市内での分権

と住民自治の拡充を図る必要が出てくる。政令

指定都市の場合，住民自治を前提にした区自治

の重要性が増してくるといえる。それは，大都

市内部での地域間格差及び地域的個性の存在か

らも必然的に迫られている問題でもある。大都

市圏単位での政策も，このような都市内分権を

保障した自治体間の相互連携によって，はじめ

て有効に展開できるものであり，道州制のよう

な形で単純な広域自治体を形成しても，かえっ

て個々の地域の個性に合わせた地域経済の持続

的発展にはつながらないといえる３）。

　以上のような視点から，本稿では，政令指定

都市と東京都の特別区という基礎自治体を考察

の対象とし，その現況と課題を具体的に把握し

たうえで，地域政策とりわけ中小企業振興基本

条例をはじめとする中小企業施策を有効に展開

していくための基本方向について，私論を述べ

ていきたい。

１　「大都市」の増加と「構造改革」

（１）「大都市」の創出

　本格的な分析をはじめる前に，本稿で対象と

する大都市基礎自治体の概要を見ておきたい。

表１は，現時点での東京都の特別区と政令指定

都市の一覧である。政令指定都市とは，地方自

治法第２５２条の１９（大都市に関する特例）で定め

られている「政令で指定する人口５０万以上の市」

を指す。道府県から都市計画行政をはじめ，多

くの権限を特別に移譲されている地方自治体で

ある。また，国からの特別の財源措置も得てい

る。同様に，１９９０年代に入ってから，「地方分権」

と自治体再編政策の一環として，政令市のほか

に人口３０万人以上の中核市，２０万人以上の特別

市制度を発足させ，それぞれ一般の市とは異な

る権限を認めている。「平成の大合併」の背後に

は，このような都市制度の多様化にともなう都

市間競争があった。とくに，道州制論議が進行

するにつれて「州都をめざす」とか，「県都として

相応しい都市に」といったスローガンが乱れと
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んだ。なお，東京都の特別区制度も，地方自治

法に規定されているものであり，行財政権限等

で一部制約があるものの，基礎自治体として，

区長・区議会の公選，区財政の設置が認められ

ている。区長公選制度は，戦後一度廃止された

後に，美濃部都政の下で自治権拡充運動がなさ

れ，１９７４年に地方自治法が改正されて復活した

ものである。

　さて表１を見ると，この東京特別区のほかに，

現時点で１７の政令指定都市が存在する。２００９年

４月１日には，岡山市の政令指定都市移行も決

まっている。表からも明らかなように，平成１０

年代に入って，さいたま市，静岡市，堺市，新

潟市，浜松市が新たに指定を受けている。これ

らはすべて「平成の大合併」の際に，周辺市町村

を合併して「大都市」となったものである。この

間，人口要件の運用も実質緩和され，静岡市の

ように７０万人あれば指定を受けることとなった。

このため，実際には都市的一体性がないにもか

かわらず，隣接する広領域にわたる市町村を編

入し，「田園都市型政令指定都市」となる巨大面

積自治体が誕生した。なかでも静岡市は，１,３８９

ｋ㎡，浜松市は１,５１１ｋ㎡となり，人口密度が５００

人台という，大よそ都市とはいえぬ「大都市」が

創出されたのである。

　政令指定都市には，区がおかれている。しか

し，この区は，東京特別区とは異なり，議会も

区財政もおかれていない。市長が指名する区長

がほとんどであり，本庁である市役所の出先機

関として，行政サービス行なう区役所が置かれ

ているだけである。区の数や，それが担当する

業務については，各市で判断することができ，

都市ごとに大きな違いがある。表１からわかる

ように，東京都特別区を除くと，区の数が最も

多いのは大阪市で２４区，最も少ないのは静岡市

の３区である。

　１区当たりの平均を比較すると，面積では，

最大が静岡市の４６３ｋ㎡ に対し，最小が大阪市

のわずか９ｋ�であり，また人口でも，新潟市

や大阪市が１区平均１０万人台であるのに対し，

静岡市では２３.７万人となっており，極めて大き

な差がある。住民の声に耳を傾け，地域の個性

に合わせた施策が，このような市及び区の大き

さで可能なのかどうか甚だ疑問である。

　次に，大都市の財政状況を，表２で概観して

みよう。この表は，新潟市及び浜松市が政令指

定都市になる直前の２００６年度の決算データであ

るため，１５政令指定都市と東京特別区の比較で

�地域再生と大都市問題



ある。自治体財政は，地域経済の視点から見る

ならば，その経済を牽引する一大投資主体とみ

なすことができる。例えば東京都区部でみると，

同年度に合計１３兆円近くの歳出がなされている。

政令指定都市中最大の大阪市では４兆円近く，

最小の静岡市でも５,０００億円近くの財政投下が

なされている。地域経済の持続的発展のために

は，この財政支出の有効な活用と地域内循環が

必要になっているのであるが，残念ながらこの

間の大型公共事業の多くは大手ゼネコンが受注

し，あるいは公共が調達する文具や印刷の多く

も，市外大手がダンピング価格で受注すること

が横行し，域内産業への波及効果は限られたも

のとなっている。

　むしろ，「三位一体の改革」によって，財源が拡

充した東京都を除き，多くの政令指定都市では

地方債残高が累積し，地方交付税もカットされ

るなかで，公債費比率が高まり，経常収支比率

が９０％を超えるところが続出している。財政力

指数が１を超える自治体は，東京都区部（平均

１.２２）のほか，川崎市（１.０４）とさいたま市（１.００）

だけであり，北九州市，神戸市，札幌市，京都

市では，０.６～０.７という大変低い水準となってい

る。地方税収入の格差も大きく，人口１人当た

り地方税額は，最低の札幌市と東京都区部では

３倍以上の開きがある。政令指定都市だから財

政が豊かで余裕があるという状況にはないとい

うことを見ておく必要がある。その上で，貴重

な財源をどのように使うかということはもちろ

んのこと，中長期的に地方税収入の源泉である

地域の経済主体の担税力をいかに培養していく

かという視点から地方自治体の戦略を確立する

ことが，極めて重要なのである。

（２）「構造改革」期の大都市

　次に，小泉純一郎内閣時代に開始された「構造

改革」が，大都市においてどのような状況を生み

出しているかを見ていくことにする４）。小泉内

閣以来，「構造改革」の基本路線として，規制緩和

による大都市再生が推進されてきた。日本経団

連が主唱してきた「グローバル国家」づくりの一

環として，内外多国籍企業の本社業務空間と，

それらを支えるインフラストラクチャの整備が

「選択と集中」政策の下で重点的になされたので

ある。その象徴的な存在が，東京の品川，汐留，丸

の内の大規模開発である５）。大阪市や名古屋市

などでも都心部での再開発がなされたが，実際

には，「構造改革」期に大都市はどうなっていた
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のだろうか。

　表３は，２０００年代前半の大都市の人口と事業

所の動向を示している。２０００年から０５年の人口

増減率を見ると，川崎市で６.２％増，横浜市で

４.５％増，東京特別区で４.４％増と首都圏南西部で

高い伸びを示している一方，静岡市，京都市，

北九州市で全国平均（０.７％増）を下回り，北九州

市では１.８％減，静岡市では０.８％減を記録してい

る。事業所数については，すべての都市で減少

しているが，とくに静岡市，京都市，大阪市，

堺市，北九州市では１０％以上かそれに近い減少

を記録している。事業所従業者数では，さいた

ま市，東京特別区，横浜市，広島市で増加して

いるのに対し，大阪市，静岡市，千葉市，堺市

で５％を超える大幅減少となっている。静岡市

や堺市は若い政令指定都市であるが，地域産業

の後退が進行し，事業所従業者数の減少が，そ

のまま人口減少へとつながっている。

　大阪市をはじめとする他の大都市では，従業

者数が減少しても人口は増えるという傾向があ

る。これは，バブル崩壊後の地価下落にともな

い，都心部で高齢者あるいは子育て世代向けの

マンション開発が進み，無業者の人口が増加し

たことによるものと考えられる。

　以上のように，大都市といっても，それらの

都市の産業構造や人口構造によって，大きな不

均等性が存在している。しかも，「構造改革」期の

大都市再生の恩恵は，東京都区部をはじめとす

る首都圏の大都市部に現れているといえる。た

だし，後に見るように，その内部でも，様々な

「格差と貧困」が存在しているのである。

　次に，表４によって，大都市別の市内総生産

及び市民所得がどのように推移したかを見てみ

よう。

　まず第１に，最下段の「全県計」にあるように，

小泉「構造改革」が開始される直前の２０００年度か

ら０５年度までに，県内総生産はマイナス０.２％で

あり，県民所得もマイナス１.３％であり，「骨太の

方針２００１」で謳われた「改革なくして成長なし」

は，実現することはなかった。しかし，第２に，都

市別に見ると，東京都，千葉市，広島市，福岡

市では，いずれの指標も増加を記録し，残りの

多くの大都市では両指標あるいはどちらかの指

標で減じるというように，対立した動きが存在

する。川崎市では，市内総生産がマイナスなの

に市民所得は１０％余りの増加となっている。こ

れは，住宅開発が進み，東京都内に通勤するサ

ラリーマンが増加し，雇用者報酬が移転してき

た結果であると推測される。大阪市では，市内

総生産がプラスなのに，市民所得が１０％近く減

少している。これは，どのように理解したらよ

いのだろうか。
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　そこで，表５を作成してみた。市民所得は，

雇用者報酬，財産所得，企業所得の３つの要素

からなる。この表では，この市民所得の要素別

に，東京都（統計の関係で区部ではない），川崎

市，大阪市，福岡市を比較している。川崎市で

は，雇用者報酬の増加額が，財産所得，企業所

得増加額の合計を上回って増加しており，先の

仮説を裏付けている。これに対して，東京都の

場合，雇用者報酬が２.３兆円も減少しているのに，

財産所得が４.３兆円，企業所得が２.７兆円増えると

いうように，この間の投資規制の緩和と特定地

域でのミニバブル型開発による投資の純利益が

一気に膨張したことがわかる。他方，大阪市で

は，雇用者報酬が大幅に減少しただけでなく，

財産所得も大幅に減少し，企業所得の増加だけ

ではその落ち込みをカバーすることができな

かったことを示している。福岡市でも，雇用者

報酬は減少しているものの，企業所得の増加が

堅調で，全体が増加することになった。同時に，

川崎市以外の都市・都で共通しているのは，農

林水産業以外の個人企業所得がいずれも大幅に

減少していることである。個人経営の小規模中

小企業や都市農家の苦境をうかがうことができ

よう。

２　大都市の地域経済を支える主体

（１）大都市経済の担い手＝中小企業

　では，大都市の経済活動，最終的に住民の暮

らしを支えている経済主体は，誰なのだろうか。

大都市となると，大企業の大規模事業所が大き

な比重を占めると思いがちであるが，実際には

そうではない。

　大都市経済は，表５でも明らかなように，日

本経済と同様，雇用者報酬が所得の最大部分を

占める。東京都でさえ２００５年のデータをとって

も，企業所得の１.５倍以上の大きさを占める。川

崎市にいたっては，５倍の大きさとなる。これら

雇用者報酬による消費購買力が，経済を支える

牽引力となり，生活に必要な消費財購入や，あ

るいは企業の設備投資やサービス購入の少なく

ない部分が，中小企業によって担われているの

である。

　実際に，大都市ごとに従業者規模別の事業所

構成を表６で確認してみよう。周知のように中

小企業の定義は，中小企業庁においても業種別

に異なっている。例えば製造業では常時雇用従

業者数が３００人以下であるが，小売業では５０人以
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下となっており，全産業を対象にした表６では，

把握しづらいところがある。また，この統計は

事業所ベースでの集計であり，例えば大企業の

支店や営業店でも，中小事業所とカウントされ

ることになり，厳密な意味での中小企業の事業

所ということにはならない。ただし，ある程度

の誤差を承知をうえで，大よその概観を得るこ

とはできる。そこで，仮に２００人以上事業所を大

企業の事業所とすると，大都市平均で，０.５％を

占めるに過ぎない。最大の比率を占めるのは東

京都区部であるが，それでもわずか０.７％である。

逆に，１～４人規模の小規模中小事業所の比率は，

京都市が最高で６２.６％に達し，北九州市や静岡

市でも６０％を超えている。

　また，表７は，従業者数の構成を示している。

資本力にともなう雇用能力が高い大規模事業所

が，大都市ほど従業者に占める比率が高い。２００

人以上をとると，全国平均が１８.１％であるのに
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対して，大都市平均は２３.５％となっている。し

かし，４分の１にも達しておらず，あとは中小規

模の事業所が雇用を担っているわけである。大

規模事業所の雇用シェアが最大部分を占めるの

は東京都区部であり，２９.６％と３割近くに達し

ているが，逆に７割が中小規模の事業所で働い

ていることになる。

（２）大都市経済の自律的発展を阻むもの

　大都市経済は，以上のように中小規模の事業

所が圧倒的部分を占め，雇用の大半を担ってい

る。しかも，それらの事業所は，半径５００メート

ルの範囲で生活しているといわれている後期高

齢者の生活を支える，小売・サービス業事業所

からはじまり，区の範囲をエリアにして活動し

ている事業所，さらに市の範囲やそれを上回る

エリアで活動している事業所，そして，国内市

場だけでなく海外市場を対象に活動している事

業所まで，いくつかの空間階層に分かれて投資

活動を繰り返している。加えて，それらの事業

所は，もともと地域に根ざした地元資本だけで

なく，他の地域や都市，あるいは海外から進出

してきている企業の分工場や支店，支所から構

成されている。

　さらに，大都市圏においては，それらが自治

体の領域を超えて，何層にもわけて交差しあう

複雑な経済活動が重なり合って，実際の経済は

動いている。地方自治体や国の機関を含めて，

これらの経済主体が毎日，毎年繰り返し行う再

投資活動によって，それらの地域経済が形成さ

れ，地域住民の生活も維持されることになる。

私は，これを地域内再投資と呼んでいる。個性

的な技術開発や産業，観光資源づくり等によっ

て，地域に存在している経済主体と地方自治体

が協同して，この地域内再投資力をいかに育ん

でいくかが，持続可能な地域政策を立案する際

に最大の課題となる６）。

　大都市経済の問題のひとつは，膨大な数にの

ぼる経済主体のなかに，大企業の分工場や支店，

支所など，必ずしも永続的に地域経済に根付き

ながら再投資せずに，収益の少なくない部分を

東京をはじめとする大企業の本社に還流させた

り，途中で撤退する事業所が存在し，個性をもっ

た大都市経済の自律的発展の障害となることで

ある。

　表８は，総務省の「事業所・企業統計調査」を

もとに，２００６年時点の複数事業所をもつ企業の

名寄せデータを加工して，各都市に存在してい

る本所及び支所（支店，分工場等）で働く地元企

業及び東京系企業の従業者が，各都市の民営事

業所従業者総数及び支所従業者総数に占める比

率を表現している。いわゆる「支店経済」の統計

的実態を示している。従業者比率で示すことに

より，その都市経済に占めるウェイトが実感で

きる。

　これによれば，例えば川崎市では，市内民営

事業所従業者の実に２５％が東京系企業の支所で

働いており，市内の支所で働く人々の６５％が東

京系企業に属していることになる。逆に，川崎

の地元系企業（複数事業所を有する企業）の従業

者比率は１８％に過ぎず，地域経済の少なくない

部分が東京系企業に依存していることがわかる。

同様に，さいたま市，千葉市，横浜市では東京

系企業の比重は，２割を超える水準となっている

ほか，仙台市，札幌市，名古屋市，大阪市，福

岡市，広島市でも，１９.６％から１０.６％ほどの比率

を占めており，１０人に１人以上が東京系企業の

支所で働いている。逆に，東京系企業の比率が

低く，地元系企業の比率が高いのは，京都市，

堺市，神戸市である。京都市や神戸市は，大阪

系企業の支所の影響力も大きくなっているが，

歴史的に独自の個性をもった地域企業が集積し

ているところであり，相対的に自律した経済力

を有しているといえる。堺市の場合は，大阪系

企業の支所で働く人々が多いことにより，東京

に対する川崎市の関係と相似している。

　以上のような大都市地域及び他の地方都市に

立地している分工場・支店・支所，あるいは海

外に展開している現地法人からの所得移転の多

くは，東京本社に集中する。
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　図１は，東京都の産業連関表に基づいて，１９９７

年と２００５年の産業別地域間収支を示している。

東京都の産業連関表では，「本社」を産業分類の

ひとつに設定し，本社のサービス輸移出によっ

て，地方や海外から所得が移転される構造をあ

る程度とらえることができる。同図によれば，

東京都の輸移出黒字の最大部分を占めているの

が本社であり，全体の黒字である２４兆円のうち，

１６兆円を占める。これに，情報・通信，教育産

業を含むサービス業の１３兆円，商業の８兆円，

金融・保険の６兆円が続く。この黒字によって，

製造業製品の入超１９兆円，農林水産物の入超１

兆円近くをまかなう構造となっている。しかも，

本社機能や情報・通信を中心とするサービス業，

金融・保険といった，「構造改革」によって規制

緩和の恩恵を得た部門における黒字幅が１９９７年

から２００５年にかけて増加傾向にあること，さら

に製造業における入超額が著増していることが

目に付く。後者は，東京都内での製造業の供給

能力の低下を意味しており，東京都経済が生産

機能よりも本社・情報・金融機能への依存を高

めていることを傍証しているといえる。

３　東京都区部経済の地域間不均等発展と
社会的格差の拡大

（１）区部における地域間不均等発展

　すでに述べたように，東京都区部は，グロー

バル経済化と「構造改革」の恩恵を受けて，日本

の国内のなかでは最も恵まれた地域に属する。

しかし，それは区部平均の数字を見る限りのこ

とであり，８６０万人近くの全区民が，等しくそれ

らの恩恵を受け取っているわけではない。むし

ろ，日本国内にあって，もっとも社会的格差が

広がっている都市空間であるともいえる。

　まず，表９で人口動態を見てみよう。特別区

の人口規模は，２００５年の国勢調査によると最小

が４万人余の千代田区で，最大は世田谷区の８４

万人と，かなりの開きがある。千代田区は，本

社機能や国家中枢機関が集中しており，昼夜間

人口比率は，実に２,０００％を超える。同様に，業

務空間としての役割が大きい区が中央区，港区，

新宿区，渋谷区であり，いずれも２００％を超える。

２０００年から０５年にかけての人口増加率の不均等

発展も目立つ。中央区で３５.７％の増加になって

いるのに続いて，港区１６.６％増，千代田区１５.７％
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増，江東区１１.７％増と都心部とウォーターフロ

ント開発地域で二桁を超す増加率となっている

のに対して，中野区，豊島区，葛飾区では１％

を下回る微増に留まっている。東京においても，

都心部での高層マンションの建設が相次ぎ，人

口の都心回帰が進行しているためである。他方

で，高齢化が台東区や豊島区，北区などで進行

し，６５歳以上の高齢者世帯比率が１０％を超える

区が，台東区をはじめとして８区に達する。旧

下町の町内会や団地において，高齢者が過半数

を超える，都会の「限界集落」も生まれてきてい

る。

　次に，事業所の動向を表１０で検討してみよう。

この表からは，事業所数と同従業者数をともに

増加させている区が，港区と渋谷区の２つ存在

していることがわかる。とくに港区は，六本木

ヒルズや品川駅周辺再開発，汐留駅周辺再開発

によって，事業所数が８.８％増，同従業者数が

１０.９％増と突出した数字となっている。その対

極にあるのが，下町商工業地域であった荒川区

であり，事業所数で１４.１％減，同従業者数では

９.５％減となっている。同様に，事業所数と従業

者数をともに減少させている区は１５区に及んで

いる。とくに台東区や葛飾区など下町地域にお

いて，減少率が高くなっている。

（２）社会的格差と貧困の拡大

　以上のような地域間の不均等発展の背後には，

区内部における住民間の社会的格差と貧困の拡

大が横たわっている。表１１によれば，生活保護

世帯比率は，１０００世帯当たりで見ると，最大が

台東区の７８世帯（‰）となっている。続いて，足

立区の４６.９‰，荒川区の４２.１‰の順となっており，

台東区と中央区の生活保護世帯比率の格差は７

倍を超える。

　また，住民税の課税対象所得額を，住民１人
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当たりで除した所得格差指数（全国平均を１００と

する）は，東京区部平均で，２０００年時点の１４０か

ら０５年には１５３へと上昇した。全国平均に比べれ

ば，東京区部の平均的な所得指数は高水準で上

昇したことになる。

　しかしながら，ここでも地域間格差が存在す

る。最高の港区で，２０００年の２５７から０５年には３６２

に指数が急増しているのに対し，足立区や葛飾

区では，それぞれ１０４と１１０という数字に変化は

ない。それだけ同じ東京都区部のなかで，所得

格差が拡大しているということである。若年層

や中高齢者のワーキングプアの増大，賃金の抑

制，完全失業者の増加，生活保護世帯の増大が，

この間に重なり合いながら進行したためである
７）。

　このような，大都市内部における地域間不均

等発展と，地域内における社会的格差や貧困の

拡大は，他の政令指定都市においても大なり小

なり同じように現れている。それは，大都市経

済内部における，それぞれの区及びその区のな

かの，小学校区ごとの産業構造や生活構造の違

いや，歴史的に形成された個性によって規定さ

れているといえる。

　東京都の特別区の場合，地方自治法上で定め

られた区長・区議会の選挙と区の独自予算があ

り，世田谷区のように大規模な自治体はあるも

のの，区の個性に合わせて，ある程度自律的な

政策，財政運営が可能な仕組みになっている。

これを活用して，墨田区や大田区では，中小企

業振興基本条例を定めて，独自の中小企業施策

を展開することができるようになったのである。

しかし，政令指定都市の場合，前述したように

そのような権能が果たせないという根本的な問

題がある。

４　大都市における地方自治と地域再生

（１）政令指定都市における区権限強化の動きと

限界

　上述した問題に対応して，近年，政令指定都

市のなかで市役所本体（局）から区への行政権限

の移譲と一定の独自予算枠の付与がなされるよ

うになっており，いわゆる「都市内分権」と呼ば

れている。例えば，横浜市では１区当り１億円

程度の予算が，区が主導して使えるようになっ

ている。他方で，京都市の場合は，せいぜい１

区当り５０万円から１００万円程度であるように，

個々の政令指定都市の財政事情や規模によって

大きく異なっている。しかも，これらの予算は，

住民の代表が協議を行なって決めるものではな

く，区の内部組織によって決定されており，住

民自治の点では大きな限界がある。さらに，２～

３年程度で終了するサンセット型の事業やイベ

ント補助が多くなり，例えば，区内の商店街や

中小企業への支援，系統的なまちづくりに経常

的な経費が使えないという問題がある。

　横浜市では，道州制を見据えて，人口規模が

大きく「中枢性」が高いという，大阪市及び名古

屋市とともに「大都市制度研究会」を設け，道州

制に移行したとしても道州政府と同等の権能を

有する都市制度の提案を行なおうとしている。

そのなかで，市役所本体の行財政権限の強化と

併せて，区への分権を行なうことを検討してい

るのである８）。

　しかし，問題は，強大な都市自治体が出来た

としても，果たして住民の主権がどれほど発揮

できるものになるかである。横浜市の大都市制

度検討委員会の中間報告では，「効率的で持続可

能な大都市経営を目指す」観点から，区レベルの

住民自治・参加機能については特別区制並みの

ものを求めることは避け，むしろ区よりも小さ

な単位での自治組織と協働して，地域を運営で

きる仕組みを目指すべきであるとしている９）。

　だが，現状では，横浜市の最大規模の港北区

（人口３２万人）でも，区役所がひとつだけであり，

都市経営の「効率性」の視点から，出張所や支所

は置かれていない。京都市や川崎市でも，区役

所の出張所，支所を整理統合し，「大区役所」に一

本化する動きがある。区役所への住民の要望は，

地域自治会を通すことが基本になると考えられ
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るが，自治会への世帯加入率は横浜市で約８割

であり，新興住宅地の都筑区では６６％ほどであ

る。京都市では，旧市街地で５割を切っている

ところも多く，自治会ルートでは住民の区政へ

の参加には限界があるといえる。

　横浜市のような「都市経営」的な発想に基づく

限り，区役所に行財政権限が下ろされたとして

も，住民と地方自治体が協同して効果的なまち

づくりを行なうことにはならない。むしろ，東

京特別区制のように基礎自治体に限りなく近い

形で，政令市の区制を住民自治の視点から根本

的に改革する方向が望ましいといえる。区役所

を，大都市官僚制度の出先ではなく，主権者で

ある住民のまちづくりの拠点に創りかえること

が必要だといえる。それは，とくに難しいこと

ではない。

　世田谷区では，区役所の下に，３層制の総合支

所・出張所を設けている。すなわち，本庁－総

合支所（５ヵ所）－出張所（７ヵ所）－まちづくり

出張所（２０ヵ所）という構造であり，最後のまち

づくり出張所は，人口２～５万人にひとつ設置

されている。ここでは，機械による住民票等の

発行業務だけでなく，地域住民のまちづくり活

動を支援する機能とスペースも準備されている

のである１０）。

（２）地域自治組織制度の活用

　さらに，「平成の大合併」の副産物として，政令

指定都市の，区単位あるいは区のなかの小地域

単位に地域自治区を設置し，そこに自治区事務

所とともに住民の代表からなる地域協議会を設

置することが，法的に認められるようになった。

すなわち，２００４年の地方自治法改正によって，

その２５０条２０- ６に「指定都市は，必要と認める

ときは，条例で，区ごとに区地域協議会を置く

ことができる」と明記されることになったので

ある。これによって，２００７年４月１日から新た

に発足した新潟市では，区に住民の公募委員も

参加する区自治協議会がおかれたほか，同じく

浜松市ではすべての区に区協議会が設置された

うえで，合併前の旧町村単位に地域自治区と地

域協議会が設置されている。

　さらに，政令指定都市ではないが，新潟県上

越市では合併時に周辺町村部に地域自治区と地

域協議会を設け，この地域協議会の委員を公募

公選で，市会議員選挙と同時に選出する仕組み

を発足させた。しかも，この地域協議会では，

その地域固有の問題だけではなく，市政全体に

対しても，市長に対して意見具申することがで

きることになっており，これまで多くの実績を

積んできた。さらに，地域自治区ごとの個性の

違い（例えば，豪雪地帯と雪が積もらない日本海

側の地域）を尊重した，地域づくりへの支援にも

配慮してきた。この上越方式の地域自治組織は，

自治基本条例によって恒久化され，２００８年には

旧上越市街地にも地域自治組織が設置されるこ

とになった１１）。つまり，市長と市議会が決断す

れば，このような地域自治組織は，既存の政令

指定都市においても，いつでも設けることがで

きる状況になっているのである。

　仮に，政令指定都市の区単位に地域自治組織

が設置され，住民代表の協議委員によって，一

定の行財政権限が行使されるようになれば，ど

のようなことが可能になるのだろうか。たとえ

ば，京都市東山区は，清水寺を擁する一大観光

地で，年間１,３００万人近い観光客が訪れる。しか

し，区の人口は４.２万人であり，基礎自治体であ

る京都市の人口１５０万人弱のうちのわずかを占

めるに過ぎない。だが，高齢化比率は京都市内

トップの３０％近くに及び，空き家率は２０％に達

し，住民の間では，観光振興問題，交通問題，

環境問題に加え，買い物問題や治安問題への不

安・不満が多い１２）。

　これらの問題は，住民や地元企業にとっては，

地域で一体の問題として結合している。しかし

ながら，現状では，これらを区役所で解決する

ことはできない。京都市の区役所は，せいぜい

住民票等の発行や税に関わる窓口サービス，社

会福祉事務所としてのサービス，保健所として

のサービスしかできない。観光や交通，環境，
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商業は本庁の局が担当しており，縦割り行政の

なかで，それらを有効に結合することは不可能

なのである。

　もし仮に，これらを，区役所でできるように

したらどうなるだろうか。区の範囲での，コミュ

ニティ交通対策や産業振興と福祉的なサービス

を，例えば区内の事業所や住民と協同しながら

展開していけば，それが地域住民の生活向上に

つながることになる。住民が直接意見表明をし

たり提案をしている地域協議会の場で，そのよ

うな行政施策のコーディネートができれば，地

域づくりの効果は飛躍的に高まるだろう。住民

が納める税金が，大規模プロジェクトを通して

市外に流出するのではなく，横断的な地域政策

を通して，区内に循環し，あらたな地域内再投

資力創出の原資となるのである。

　そうなれば，市役所本体と市議会は，京都市

全体に関わる基本的な方針や計画の決定，さら

に広域的な道路等の基盤整備を検討し，予算を

執行することになるであろう。いわば，基礎自

治体に近くなった区に共通する事業を担当する，

広域連合的な存在となるわけである。

　例えば，人口３.８万人の京都府綾部市の普通会

計の決算規模は，約１５０億円である。人口規模が

４.２万人の東山区が基礎自治体化すれば，少なく

ともこれぐらいの財政規模になるであろう。こ

のうち，仮に半分の７５億円を市役所本体予算に

したとしても，７５億円が区のなかに投下される

ことになる。そこでは大手ゼネコン向けの大規

模プロジェクトではなく，区の産業構造や地域

特性に合わせた，中小企業振興施策の立案がな

され，地域の中小企業を活用した公契約が展開

され，地方自治体と地域中小企業との協同によ

る地域内再投資力の形成が確実になされるであ

ろう。

１）総務省統計局『我が国人口の概観』日本統計協会，
２００７年。
２）栄村については，高橋彦芳・岡田知弘『自立をめざ
す村』自体研究社，２００２年を参照。
３）道州制については，岡田知弘『道州制で日本の未来
はひらけるか』自治体研究社，２００８年，を参照され
たい。
４）全国的な視点からの「構造改革」の帰結については，
同上書を参照。
５）この問題については，ＮＰＯ法人区画整理・再開発
対策全国連絡会議編『都市再生　熱狂から暗転へ』
自治体研究社，２００８年に詳しい。

６）地域内再投資力については，岡田知弘『地域づくり
の経済学入門』自治体研究社，２００５年，参照。
７）東京におけるワーキングプア問題にいち早く注目
したのは，後藤道夫氏である。後藤「現代のワーキ
ング・プア-- 労働市場の構造転換と最低限生活保障」
『ポリティーク』第１０号，２００５年９月参照。
８）横浜市大都市制度検討委員会『新たな大都市制度
創設の提案　中間報告』２００８年３月。

９）同上，１６～１７ページ。
１０）世田谷区ホームページ，参照（２００８年１１月２４日デー
タ取得）。

１１）詳細は，岡田知弘・石崎誠也編『地域自治組織と住
民自治』自治体研究社，２００６年及び，前掲，拙著『道
州制で日本の未来はひらけるか』を参照されたい。

１２）東山区については，岡田知弘『同上書』でより詳し
い説明をしている。
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